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 北九州市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和２年１月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第２号

   北九州市会計規則の一部を改正する規則

 北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）の一部を次のように

改正する。

 第５２条第１項中第２４号を第２７号とし、第１５号から第２３号までを３

号ずつ繰り下げ、第１４号の次に次の３号を加える。

 （１５） 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

 （１６） 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

 （１７） 日本放送協会に対し支払う受信料

   付 則

 この規則は、公布の日から施行する。
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 北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和２年１月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第３号 

北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 北九州市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２９年北九州市規則第

５０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条並びに第４条第１号ウ及び第２号ウ中「控除対象配偶者」を「同一生

計配偶者」に改める。 

第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条と

する。 

第１５条第１号エ及び第２号イ中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」

に改め、同条を第１６条とする。 

第１４条を第１５条とし、第１３条を第１４条とする。 

第１２条第１号から第３号までの規定中「、扶養義務者」の次に「、当該扶

養義務者の配偶者」を加え、同条を第１３条とする。 

 第１１条第１号及び第２号中「、扶養義務者」の次に「、当該扶養義務者の

配偶者」を加え、同条を第１２条とする。 

 第１０条第１号ア中「同じくする扶養義務者」の次に「（当該者が養育者で

ある場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この号において同じ。

）、当該扶養義務者の配偶者」を、「場合に限る。）」の次に「、当該者の配

偶者」を加え、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同号イ中「

当該者の配偶者若しくは扶養義務者」を「当該認定請求に係る児童若しくは当

該児童の父（当該児童の母又は養育者が当該認定請求を行う場合に限る。）若

しくは母（当該児童の父が当該認定請求を行う場合に限る。）」に改め、同条

第２号中「第３１条第５号」を「第３１条第２号」に、「前号」を「前号イ」

に改め、同条に次の５号を加え、同条を第１１条とする。 

 （３） 番号利用法別表第二主務省令第３１条第３号に掲げる事務 第１号

アに掲げる情報 

 （４） 番号利用法別表第二主務省令第３１条第３号の２に掲げる事務 第

１号アに掲げる情報 

（５） 番号利用法別表第二主務省令第３１条第３号の３に掲げる事務 第

１号イに掲げる情報 
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 （６） 番号利用法別表第二主務省令第３１条第５号に掲げる事務 第１号

に掲げる情報 

 （７） 番号利用法別表第二主務省令第３１条第６号に掲げる事務 第１号 

に掲げる情報 

第９条第１号ウ及び第２号ウ中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に

改め、同条を第１０条とする。 

第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加える。 

第８条 条例第３条第３項の規定により定める法別表第２の４２の項第２欄に

掲げる事務に準ずる事務は、国民健康保険法第６条の規定による国民健康保

険の適用除外に関する事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で利

用することができる条例第３条第３項に規定する規則で定める特定個人情報

は、次に掲げる情報とする。 

（１） 対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報 

（２） 対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支

援給付等関係情報 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年１月３１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第４号 

北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事

務及び情報を定める規則の一部を改正する規則 

 北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則（平成２７年北九州市規則第５５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３０条中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市公告第５５号 

令和２年１月１６日発行第４５７２号北九州市公報における北九州市公告第

１８号により公告した次の一般競争入札を中止する。 

令和２年１月３１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

物品等の名称 若戸大橋及び若戸トンネル電力供給 
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北九州市上下水道局告示第１号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和２年１月３１日 

北九州市上下水道局長 中 西 満 信   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｆ－２００ 有限会社新

設 

野田耕造 福岡県糟屋郡新宮

町大字三代６１８

番地２ 

令和２年１

月３１日 

Ｆ－２０１ 株式会社ア

ズクリエイ

ティブ 

河北祐介 名古屋市中区錦二

丁目５番１２号パ

シフィックスクエ

ア名古屋錦ビル３

階 

令和２年１

月３１日 
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北九州市交通局告示第４号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定により、

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例（昭和３９年北九州市条例第４１号

）第１条第１項第５号の特殊旅客運賃の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和２年１月３１日 

                   北九州市交通局長 池 上 修   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

ジョルダン株式会社 東京都新宿区新宿二丁

目５番１０号 

令和２年１月２８日か

ら同年３月３１日まで 
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